
除染作業等に従事する労働者の放射線障害防止に関する専門家検討会 

開催要綱 

 

1 趣旨 

平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力

発電所の事故（以下「原発事故」という。）により放出された放射性物質の除

染等作業及び廃棄物の処理等については、平成二十三年三月十一日に発生した

東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物

質による環境の汚染への対処に関する特別措置法により、環境省において作業

の基準等を定めることとされているが、これら基準等に対応し、除染作業等に

従事する労働者の放射線障害防止対策について検討を行う必要がある。 

このため、厚生労働省において、有識者の参集を求め、被ばく管理、作業上

の措置、健康診断等の除染作業等に従事する労働者の放射線障害防止対策のあ

り方について検討会を開催する。 

 

2 検討項目 

(1) 対象作業 

ア 原発事故により放出された放射性物質に係る除染等の作業 

イ 原発事故により放出された放射性物質に係る廃棄物の処理、処分、運搬

等の作業 

ウ その他関連作業 

(2) 放射線障害防止のための措置等 

ア 被ばく管理の方法 

イ 外部被ばく低減のための措置 

ウ 汚染拡大防止、内部被ばく防止のための措置 

エ 労働者教育の内容 

オ 健康管理のための措置 

カ その他 

 

3 構成 

(1) 本検討会は、厚生労働省労働基準局安全衛生部長（東電福島第一原発作業

員健康対策室長）が、別紙の参集者の参集を求めて開催する。 

(2) 本検討会には座長を置き、座長は検討会の議事を整理する。 

(3) 本検討会の参集者は、必要に応じ追加することができる。 

(4) 本検討会は、参集者以外の者に出席を求めることができる。 

 

4 その他 

(1) 本検討会は、原則として公開する。ただし、個人情報、企業秘密等を取り

扱うなどの場合においては、非公開にすることができる。 

(2) 本検討会の事務は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課において

行う。 


